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＜お知らせ＞
１１月から、江戸川上流出張所の管理区域【千葉県側（左岸）は４７．５ｋ
地点（新五駄排水樋管付近）から上流へ、埼玉県側（右岸）は３９．２ｋ地
点（野田橋下流付近から上流へ、５９．７ｋ地点（江戸川分派点）まで】に
おいて、河川工事が本格的に始まります。堤防を大きく盛土して傾斜を
緩くし堤防を強くする工事です。河川を利用する方や近隣の住民の皆様
には、ご不便やご迷惑をおかけしないよう工事を実施しますので、何と
ぞご理解、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。
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工事箇所 工 事 名 工 事 概 要 完了

① H29･30江戸川上流
左岸河川維持工事

年２回の堤防の除草工事（完了）を主として、河川に堆積した土
砂の浚渫等各種維持補修工事を行っています。

H31.3.31

② H29・30江戸川上流
右岸河川維持工事

H31.3.31

③ H29惣新田地区
堤防整備工事

川裏を４割に拡幅するための盛土工事を行っています。 H31.3.29

④ H29槙野地地区
上段盛土工事

川裏を７割に拡幅するための盛土工事を行っています。 H31.2.28

⑤ H29木津内地区
堤防整備工事

川裏を７割に拡幅するための盛土工事を行っています。 H31.2.28
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＜首都圏氾濫区域堤防強化対策＞

●浸透による漏水を防ぐため、各種調査、解析を行い右岸の一部区間において、堤
防の断面を拡大して、安全性の向上を図るための拡幅工事を行っています。工事は、
まず①道路・水路等の移設を行い、②４割（高さ１：横幅４）に拡幅し、③次に７割（高さ
１：横幅７）の断面で堤防を完成させます。

（天端）

①道路及び水路付替等の基盤整備

川裏７割完成（H30.3） 春日部市西宝珠花地区川表４割完成（H30.4） 春日部市西金野井地区

＜台風が多数発生＞

●１０月に立て続けに日本に接近、上陸した台風により、全国で大きな被害が
発生しました。当出張所管内では、大雨による大きな被害はありませんでした
が、台風２４号の強風による倒木や看板の倒壊が発生しました。

●台風接近時は、大雨による河川の増水以外にも強風による被害も発生しま
す。出張所では安全に河川敷を利用できるよう、日々点検等を行って参ります

が、利用される皆様も安全に十分注意し、河川敷を利用するようお願います。

【江戸川上流だより】編集長 髙橋 武正

＜水上点検＞
江戸川上流出張所では、毎年、船舶による水
上点検を行っています。この水上点検は、陸上
からだと確認しづらい箇所（例えば不法に係留
された船や川岸の護岸の状況）を詳細に把握
するためのもので、今年は１０月に行いました
。川の中から確認すると多くの船が不法係留さ
れています。不法係留は河川法違反であり、
台風時に流出すると大変危険なため、警告シ
ールを貼付し、指導しています。

【川表堤防4割 完成イメージ】

【川裏堤防7割 完成イメージ】
東武線橋梁


